
広報しかべ　令和４年３月号11

※申し込み・お問い合わせ先　役場企画振興課（℡：７－５２９７）

しかバス車内において広告を掲出することができます。
内容は、額面広告（窓より上部）及び車内モニター投影の２種類になります。

モニター広告は動画又は静止画となります。※音声は流れません。

　しかバスは、毎日運行が６便、平日運行が６便、週３日運行が３便で、鹿部
駅から役場新庁舎までの乗車時間が３０分程度となります。
　広告掲出にご興味がありましたら、ぜひご連絡ください。
　企業や商品の広告など幅広く活用してください。お待ちしています。

広告内容 規格 掲載期間 広告料

額面広告

モニター

Ｂ３横版 １枠１月当たり１，０００円

１５秒１口につき１月当たり
３，０００円（MP４形式）

１月単位
（最大で連続
１２か月）２４インチ ■額面広告

■モニター広告

ゴミの減量・分別に
ご協力を！

　会社やお店など各種事業活動から出るゴミは『事業系ゴミ』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
と町条例により、事業者はすべての事業系ゴミを「自らの責任で適正に処理すること」が義務づけられていま
す。この事業系ゴミは、ゴミの種類や事業活動により「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」に区別されます。
　事業系ゴミを処理する際には、自ら処理施設に持ち込むか、産業廃棄物であれば道の許可を受けた収集運搬
業者に、事業系一般廃棄物であれば町の許可を受けた収集運搬業者に処理を依頼してください。
　※　処理施設や許可業者については、役場民生課にお問い合わせください。

産業廃棄物

すべての事業活動
に伴うもの

燃え殻、廃油、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス
くず、コンクリートくず、陶器くず　など 

特定の事業活動に
伴うもの

上記（産業廃棄物）以外の事業系ゴミ

建設業から生じる紙くず・木くず・繊維くず、紙製造業・新聞業
から生じる紙くず、木材・木製品製造業から生じる木くず　など 

事業系一般廃棄物

※お問い合わせ先　役場民生課（℡：７－５２９０）


